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第７回 熊本県議会経済環境常任委員会会議記録（平成25年12月13日) 

  

第 ７ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

平成25年12月13日(金曜日) 

            午前10時３分開議 

            午前11時25分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算（第４号） 

議案第４号 平成25年度熊本県電気事業会

計補正予算（第１号） 

議案第５号 平成25年度熊本県工業用水道

事業会計補正予算（第２号） 

議案第６号 平成25年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算（第１号） 

議案第18号 熊本県工業用水道料金の徴収

等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第19号 熊本県職業能力開発校等で実

施する職業訓練の基準等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第27号 熊本県富岡ビジターセンター

に関する事務を委託することの協議につ

いて 

議案第28号 指定管理者の指定について 

請第41号 離職者訓練制度の継続実施及び

施策の恒久化について国への意見書提出

を求める請願 

請第34号 原油価格高騰対策に関する請願 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

①水俣病対策の状況等について 

②平成25年度北朝鮮拉致問題解決に向

けた講演会の開催について 

③アメリカでの知事のトップセールス

について 

④荒瀬ダムについて 

委員会提出議案 

介護福祉士養成に係る離職者訓練制度の

継続実施及び施策の恒久化を求める意見書

について 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

                委 員 長 浦 田 祐三子 

        副委員長 東   充 美 

                委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 井 手 順 雄 

委  員 小早川 宗 弘 

委  員 森   浩 二 

委  員 磯 田   毅 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

環境生活部 

          部長 谷 﨑 淳 一 

       政策審議監 末 廣 正 男 

        環境局長 村 山 栄 一 

      県民生活局長 佐 藤 祐 治 

      首席審議員兼 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

     水俣病審査課長 中 山 広 海 

    環境立県推進課長 福 田   充 

      環境保全課長 松 田 隆 至 

      自然保護課長 江 上 憲 二 

     廃棄物対策課長 坂 本 孝 広 

      首席審議員兼 

    公共関与推進課長 中 島 克 彦 

  くらしの安全推進課長 石 﨑 尚 喜 

      消費生活課長 杉 山 哲 恵 

 男女参画・協働推進課長 大 谷 祐 次 

    人権同和政策課長 中 富 恭 男 
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 商工観光労働部 

          部長 真 崎 伸 一 

      政策審議監兼 

      商工政策課長 出 田 貴 康 

      商工労働局長 森 永 政 英 

     新産業振興局長 髙 口 義 幸 

    観光経済交流局長 松 岡 岩 夫 

    商工振興金融課長 伊 藤 英 典 

      労働雇用課長 下 村 弘 之 

    産業人材育成課長 古 森 美津代 

      産業支援課長 奥 薗 惣 幸 

   エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

      企業立地課長 寺 野 慎 吾 

      首席審議員兼 

        観光課長 渡 辺 純 一 

        国際課長 磯 田   淳 

くまもとブランド推進課長 成 尾 雅 貴 

 企業局 

          局長 河 野   靖 

   総括審議員兼次長兼 

      総務経営課長 古 里 政 信 

        工務課長 福 原 俊 明 

 労働委員会事務局 

          局長 西 岡 由 典 

      審査調整課長 橋 本 博 之 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

――――――――――――――― 

  午前10時３分開議 

○浦田祐三子委員長 それでは、ただいまか

ら第７回経済環境常任委員会を開会いたしま

す。 

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることにいた

しました。 

 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 説明は、環境生活部、商工観光労働部、企

業局の順に受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いいたします。 

 また、本日の説明等を行われる際には、執

行部の皆さんは着席のままで行ってくださ

い。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を行

い、続いて関係課長から順次説明をお願いい

たします。 

 

○谷﨑環境生活部長 おはようございます。

環境生活部関係の議案の概要につきまして御

説明を申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

議案、それから条例等関係３議案の合計４議

案でございます。 

 まず、第１号議案の平成25年度熊本県一般

会計補正予算でございますが、総額1,500万

円余の増額補正をお願いしております。 

 その主な内容は、平成24年度公害健康被害

補償給付事務費交付金の交付額確定に伴いま

して生じました超過交付金額を国へ返還する

ための経費等でございます。 

 これらによりまして、特別会計を含めまし

た環境生活部の補正後の予算総額は、294億

7,300万円余となります。 

 このほか、来年度の年間委託契約に係る債

務負担行為の設定、補助事業等の繰越明許費

についてもお願いをいたしております。 

 次に、条例等議案についてでございます

が、第18号議案の熊本県工業用水道料金の徴

収等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてのほか２議案を提案いたしており

ます。 

 このほか、水俣病対策の状況につきまして

御報告をさせていただきます。 

 以上が今回提出しております議案等の概要
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でございます。 

 詳細につきましては、関係課長が御説明を

いたしますが、第18号議案については、後ほ

ど企業局のほうから御説明をいたしますの

で、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ

ます。 

 なお、ここで、昨日知事が環境省の谷津事

務次官を訪問いたしました。その状況につい

て御報告をさせていただきます。 

 その内容につきましては、本会議における

一般質問の答弁で知事としての考え方を申し

入れてまいりました。 

 まず、現在の県が置かれている状況といた

しまして、先般、本県が行った棄却処分に対

し、国の審査庁から認定相当の裁決がありま

した。 

 県といたしましては、国から示された基準

で処分をし、その審査請求に対して、国の機

関である審査庁が独自の考え方で裁決をされ

ました。 

 この裁決について、環境省は参考事例と捉

えられ、同じ国の不服審査会は、裁決書の中

で、従前の裁決を変更すると明言されており

ます。認定処分をめぐって２つの考え方が示

された状態となっております。 

 このような状態を踏まえまして、先日、県

議会においても、知事が岩下先生の御質問に

答える形で、県としての業務を返上するくら

いの覚悟で国の考えを確認したいと申し上げ

ました。そして、昨日、環境省を訪ね、法定

受託事務の執行者として責任ある認定業務を

行うことは難しく、国のほうで考え方を整理

して納得のいく方針を示していただきたいと

事務次官に伝えたところでございます。 

 その席上、事務次官からは、県の置かれて

いる状況や考え方を真摯に受けとめたいとの

返事がございました。また、対談後の北川副

大臣も、知事とより真摯な意見交換をする必

要がある、意見を精査して考え方をまとめた

いと記者会見をされております。 

 今後につきましては、国から総合的検討の

具体化について、いつどのような形で示され

るか現時点ではわかりませんけれども、引き

続き、県としての考え方を国に伝えながら、

水俣病問題の解決に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 なお、一部の報道で、知事が感覚障害のみ

でも水俣病とした国の不服審査会の裁決に沿

ったものにするよう要望したと報じられてお

りましたけれども、そのような事実はありま

せんので、よろしく御承知おきお願いをいた

します。 

 以上でございます。 

 

○中山水俣病審査課長 水俣病審査課です。

着座のまま説明させていただきます。 

 平成25年度12月補正予算について御説明い

たします。 

 経済環境常任委員会説明資料の２ページを

お願いします。 

 資料の左側に公害保健費とあります。 

 今回の12月補正予算で828万7,000円の増額

をお願いするものです。これは右側の説明欄

にありますように、国庫支出金の返納金で

す。 

 県が行う水俣病の認定審査業務に必要な経

費につきましては、毎年、その費用の２分の

１については国から支給されるようになって

おります。今回の返納金は、平成24年度の１

年分の経費を精算した結果、当初の見込みよ

りも多く交付されていた金額について国に返

納するものです。毎年、この時期12月補正で

同程度の金額を返納金として計上させていた

だいているところです。 

 水俣病審査課は以上です。よろしくお願い

いたします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料３ページをお願いいたします。 
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 繰越明許費についてでございます。 

 一番右の欄に記載しております市町村等再

生可能エネルギー等導入推進事業につきまし

て繰越明許費を設定するものでございます。 

 この事業は、災害時における防災拠点に太

陽光発電や蓄電池等を整備する市町村へ補助

を行うものです。 

 現在、市町村において事業を進めておりま

すが、想定よりも太陽光パネルの納期に時間

を要することなどにより、事業完了が翌年度

となることが見込まれる市町村があることか

ら、繰越明許費２億9,800万円の設定をお願

いするものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○松田環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 説明資料４ページをお願いいたします。 

 債務負担行為といたしまして、海域水質環

境調査業務でございます。 

 これは、海域の環境基準点50地点につきま

して、原則としまして毎月１回採水し、水質

分析をする業務等を民間委託するものでござ

います。来年度実施につきまして、限度額1,

553万1,000円を設定するものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○江上自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 資料の５ページをお願いします。 

 観光施設災害復旧費のうち、説明欄の自然

公園施設等災害復旧事業についてですが、本

年７月から８月にかけて阿蘇管内で発生した

落雷により被災した電気関係施設の復旧に要

する経費で450万円余を計上しております。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 繰り越しに関するものです。 

 ただいま説明いたしました自然公園施設の

災害復旧工事について、繰越明許費400万円

の設定をお願いしております。 

 続きまして、資料の７ページをお願いしま

す。 

 債務負担行為に関するものです。 

 上天草市にある天草ビジターセンターの管

理運営業務に関するものでありまして、平成

26年度から平成28年度までの管理に必要な委

託料1,034万円の債務負担をお願いしており

ます。 

 続きまして、飛びまして11ページをお願い

します。 

 11ページは、第27号議案熊本県富岡ビジタ

ーセンターに関する事務を委託するための協

議についてです。 

 地方自治法の規定に基づき、富岡ビジター

センターの管理運営に関する事務を苓北町に

委託するための規約を定めるものでありま

す。 

 続きまして、資料の12ページから14ページ

です。 

 第28号議案指定管理者の指定についてで

す。 

 先ほど債務負担行為でも説明いたしました

熊本県天草ビジターセンターの指定管理者に

ついて、その候補者として、三勢・ひとづく

りくまもとネット・祐和會共同体を選定しま

したので、地方自治法の規定により指定の承

認をお願いするものです。 

 自然保護課は以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

○大谷男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課です。 

 ８ページをお願いいたします。 

 急速に進む少子高齢化や過疎化の中で、Ｎ

ＰＯや行政等が連携して多様化する地域のニ

ーズに対応するため、平成23年から25年度に

かけまして、国から1.7億円の基金の支援を

受けまして、熊本県新しい公共支援事業を実

施しております。 
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 今回の補正は、25年度の事業の確定に伴う

減額補正及び当該基金の預金利息の増額補正

並びに基金事業の終了に伴う基金の残額380

万円余を国に返還するため、予算計上するも

のでございます。 

 よろしく御審議の方お願いいたします。 

 

○浦田祐三子委員長 それでは次に、商工観

光労働部長から総括説明を行い、続いて関係

課長から順次説明をお願いします。 

 

○真崎商工観光労働部長 商工観光労働部関

係の提出議案の説明に先立ちまして、県内の

景気・雇用情勢及び当部の取り組みの方向性

について御説明申し上げます。 

 日銀熊本支店が12月２日に発表しました金

融経済概観では、県内の景気は着実に回復し

ているとされています。 

 住宅投資の増加基調や公共投資が大幅に増

加しているほか、製造業の生産面において

は、輸送用機械で自動車関連が堅調に推移す

るとともに、電気機械においても自動車向け

半導体が高水準の生産を続けております。 

 また、雇用情勢につきましては、有効求人

倍率が７月から４カ月連続で0.90倍以上とな

り、労働需給面の改善が続いております。 

 このように県内の景気が改善傾向にある中

で、商工観光労働部としましては、引き続き

中小企業の資金繰り支援や雇用対策など、県

内中小企業者、労働者に対するセーフティー

ネットの充実に努めるとともに、成長分野に

重点を置いた施策を積極的に推進し、県内景

気の浮揚のためさらに取り組んでまいりま

す。 

 なお、来年４月の消費税率引き上げによる

景気の腰折れを防ぐため、今月５日に閣議決

定されました総額約５兆5,000億円の経済対

策については、中小企業の設備投資促進や女

性や若者の雇用拡大が盛り込まれており、県

内経済の活性化のため有効に活用したいと考

えております。 

 それでは、提出議案の概要につきまして説

明させていただきます。 

 今回提案しております議案は、予算関係議

案１件、条例等議案１件です。 

 予算関係議案につきましては、歳出予算の

補正はなく、繰越明許費と債務負担行為の補

正でございます。 

 条例等議案につきましては、熊本県職業能

力開発校等で実施する職業訓練の基準等に関

する条例の一部改正でございます。 

 そのほか、本日は、平成25年度北朝鮮拉致

問題解決に向けた講演会の開催について御報

告させていただきます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明い

たしますので、御審議よろしくお願いいたし

ます。 

 

○下村労働雇用課長 労働雇用課でございま

す。 

 委員会説明資料15ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の変更でございますが、緊急

雇用創出基金事業について、限度額６億7,30

0万円余を７億8,300万円余に１億1,000万円

の増額の変更設定をお願いしております。 

 この事業には、平成25、26と２カ年にわた

る事業がございますが、受託事業者である民

間事業者で人材の確保に時間を要し、事業の

開始時期がおくれる可能性が出てきたことか

ら、平成26年度の債務負担行為の限度額を増

額変更するものでございます。 

 労働雇用課は以上でございます。よろしく

御審議のほどお願いします。 

 

○古森産業人材育成課長 産業人材育成課で

す。 

 資料の17ページの熊本県職業能力開発校等

で実施する職業訓練の基準等に関する条例の

一部を改正する条例の制定です。 

 - 5 -



第７回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成25年12月13日) 

 内容につきましては、19ページの条例案の

概要で御説明いたします。 

 条例改正の趣旨は、１にありますように、

職業能力開発促進法施行規則の一部改正を踏

まえ、熊本県立技術短期大学校の職業訓練指

導員の資格を有する者を追加するものです。 

 具体的には、２の(1)(2)に示しておりま

す。 

 技術短期大学校は、専門課程の高度職業訓

練に該当しますが、ここに配置する職業訓練

指導員の基準に、平成26年度から、職業能力

開発総合大学校に新たに設けられる高度養成

課程や長期養成課程の修了者等であって、教

育訓練の指導能力を有すると認められる者を

追加するものです。 

 なお、(3)は、平成25年度で廃止される職

業能力開発総合大学校の応用研究課程または

研究課程の修了者について経過措置を定める

ものです。 

 この条例の施行期日につきましては、平成

26年４月１日からの施行を予定しておりま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○奥薗産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 資料は、少し戻りまして16ページをお願い

いたします。 

 繰越明許費の設定でございます。内容的に

は２つございます。 

 次世代モビリティ普及促進事業でございま

すけれども、これは、電気自動車等のインフ

ラで急速・普通充電器の設置を平成23年度よ

り本格的にやっておりますけれども、現在最

終段階でございますが、土地の所有者及び施

設の管理者との協議に時間を要しておりまし

て、年度内の事業完了が難しくなってまいり

ましたので、繰り越しをお願いするものでご

ざいます。 

 下の阿蘇砕石場終掘基礎調査事業につきま

しては、現在、28年度終掘に向けて、安心、

安全の確保をする意味で、観測調査等をコン

サルに委託しております。調査は、おおむね

順調に進んでおりますけれども、念のため、

地山が動いていないかという観測をしており

まして、８月から実施をしております。た

だ、地元のほうが、雨の多い梅雨の時期のデ

ータも欲しいということもございましたの

で、時期を継続いたしまして、そのデータを

とるために繰り越しをさせていただきたいと

いうものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○真崎商工観光労働部長 先ほどの私の概要

説明の中で、１点漏れておりましたので、追

加させていただきます。 

 報告事項の中で、アメリカでの知事のトッ

プセールスについて国際課から報告させてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

○浦田祐三子委員長 それでは次に、企業局

長から総括説明を行い、続いて関係課長から

説明をお願いいたします。 

 

○河野企業局長 企業局でございます。 

 今回、御提案申し上げております議案は、

平成25年度熊本県電気事業会計補正予算など

予算関係３件と、先ほど環境生活部長から説

明がありました条例関係１件でございます。 

 お手元の常任委員会説明資料の20ページを

お願いいたします。 

 これは、補正予算総括表でございますが、

工業用水道事業会計において900万円余の増

額補正をお願いしております。 

 このほか、電気事業会計、工業用水道事業

会計及び駐車場事業会計におきます債務負担

行為の設定がございます。 

 次に、条例議案といたしましては、熊本県

工業用水道料金の徴収等に関する条例の一部
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を改正する条例について御提案いたしており

ます。 

 詳細につきましては、次長から説明いたし

ますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 そのほか、荒瀬ダム本体等撤去工事の進捗

状況についても御報告をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○古里企業局次長 それでは、引き続き21ペ

ージをお願いしたいと思います。 

 まず、電気事業関係でございます。いずれ

も債務負担行為の設定をお願いするものでご

ざいます。 

 上のほうは、発電総合管理所の建物の清掃

業務委託などに関しまして、限度額229万円

余りの債務負担行為を、その下でございます

が、情報ネットワーク用サーバのリースにつ

きまして、26年度から30年度までの限度額39

3万円余をお願いするものでございます。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 工業用水でございます。 

 資本的建設改良費につきまして918万円余

の増額補正をお願いしておるものでございま

す。 

 これは、有明工業用水におきまして、新た

に来年の５月から給水を希望する企業がござ

いまして、速やかに配管を延伸することが必

要なため、今回の補正をお願いするものでご

ざいます。 

 次に、23ページでございます。 

 有明工業用水の受変電設備の更新につきま

して、限度額２億4,300万円余の債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 これは、平成26年度から、送水ポンプ設備

などの更新に順次着手することとしておりま

すが、これらの設備に電源を供給します受変

電設備については、来年の４月から工事を始

める必要がありますため、債務負担行為をお

願いするものでございます。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 有料駐車場関係でございます。 

 清掃業務委託などに関します限度額340万

円余の債務負担行為をお願いするものでござ

います。 

 次に、戻っていただきまして、申しわけあ

りません、資料の９ページ、10ページでござ

います。そのうち、10ページの概要を中心に

御説明をさせていただきます。 

 この件につきましては、窓口は環境立県推

進課にお願いしておりますが、説明は当然の

ことながら企業局が行うこととしておりま

す。 

 本条例は、工業用水の料金徴収に関しまし

て必要な事項を定めるものでございまして、

昭和49年に制定したものでございます。 

 今回の条例改正につきましては、表の１の

条例改正の趣旨にありますように、現在の低

金利の状況を踏まえまして、工業用水道の延

滞金を軽減する特例を定めるなどの規定の整

備を行うものでございます。 

 本条例におきます延滞金の利率は、地方税

法に定めます延滞金の利率を参考に定められ

ております。その地方税は、国税通則法の改

正に伴いまして、延滞金利率の引き下げを行

うことから、本条例における延滞金の利率も

地方税に合わせて引き下げるものでございま

す。 

 改正の内容でございますが、中ほどの表、

延滞金を軽減する特例をごらんいただきたい

と思います。 

 これまで、年14.6％と固定したものを、右

の表でございますが、国内銀行の貸出金利に

１％を加えました特例基準割合に年7.3％を

加えました利率に変更するものでございま

す。表にありますように、平成25年で当ては

めますと、年14.6％の率は、現行では年9.3

％というような状況でございます。 

 なお、現在まで各企業からの工業用水の滞

納という事例はございません。年明けの１月
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１日からの変更をお願いするものでございま

す。 

 企業局は以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 以上で執行部の説明が

終了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。なお、水俣病関係につきましては、後ほ

ど報告事項のところでまとめて質疑を行いた

いと思います。質疑はございませんか。 

 

○西岡勝成委員 天草のビジターセンターの

件ですが、オルレとかああいうことで上天草

にも随分韓国からのお客さんたちも多くなっ

て、外人の観光客がふえてきていますけれど

も、その辺に対する対応がどうできているの

か。私はしょっちゅう行き来していますが、

両方とも看板等は外人の方にもちゃんとわか

るようなことになっているんでしょうか。 

 

○江上自然保護課長 天草ビジターセンター

のほうは、平成６年度に開設しておりまし

て、外国の方の対応にはなっておりません。 

 今後、今経済対策あたりでも、そういう外

国人の訪問者に対する支援もありますようで

すので、その辺を、日本語、韓国語、英語等

を入れたらどうかというような検討を行って

おります。 

 富岡ビジターセンターのほうは、平成17年

度に開設しておりましたので、そこには外国

者用を掲載しております。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 これは今ごろからあれする

のは遅いので、ぜひ早く対応していただきた

いと思います。 

 それと、入館者のほうは、年間どうなんで

すか、伸びているんですか。 

 

○江上自然保護課長 自然保護課です。 

 年間入場者は、天草ビジターセンターは３

万1,000人ほどで大体横ばい、富岡ビジター

センターのほうは３万3,000人ほどで、これ

も年間そう変わらない状況でございます。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 先ほどから申しますよう

に、外人の観光客がずっとふえてきています

よね。それで、看板等も、これはそれぞれや

られていると思いますが、国際化に向けて対

応できるような準備を、ぜひ予算獲得して急

いでいただきたいと思います。 

 ただ、片仮名をかえたような、意味のわか

らないような、日本人でないとわからぬよう

な横文字で書いてある部分が非常に多いの

で、中身がわかるような表示の仕方を、いろ

いろ考えておられるとは聞いておりますが、

ぜひそういうものを含めて早急な対応をして

いかないと、せっかくお見えいただいても、

何かわからぬで帰られるということでは非常

にいけませんので、ぜひその辺の対応をよろ

しく。奈良、京都あたりに行きますと、やっ

ぱりすごいですよ、その辺の対応は。随分熊

本県はおくれていると思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 

○小早川宗弘委員 資料の３ページですけれ

ども、市町村等再生可能エネルギー等導入推

進事業、環境立県推進課の繰越明許費ですけ

れども、これは、先ほど説明の中で、パネル

の製造が何か結構おくれているというふうな

ことで納期がおくれているということだった

と思うんですけれども、今の状況は、この事

業の内容と、パネルの状況というか、ソーラ

ーパネルのごたるとの製造に係る状況という

のを、わかれば教えてください。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で
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ございます。 

 まず、市町村の事業の内容につきまして

は、役場の庁舎ですとか消防署あるいは小中

学校の避難所となる体育館などに太陽光パネ

ルと蓄電池を設置するというものがほとんど

です。中にはソーラーウインドの街路灯をつ

けるというものもございますが、ほとんどが

太陽光パネルと蓄電池を整備するという事業

を行っているところでございます。 

 それで、現在市町村のほうから話を聞いて

おりますのが、太陽光パネルが、今現在受注

生産方式といいますか、発注があってから生

産をするということになっているようでござ

いまして、大体おおむね半年以上くらいの納

期がかかっているようだという話を聞いてお

ります。 

 それから、固定買い取り制度が始まりまし

て１年数カ月が経過しておりますけれども、

１年間で設備認定が行われ発電まで至ってい

るのが１割強というような話もございまし

た。 

 そういった中で、経済産業省からは、その

要因の一つとして太陽光パネルの調達に時間

がかかっているということも要因だというよ

うな話がございますので、当初はもう少し早

く入るのではないかと市町村も想定していた

ものが、ややおくれぎみであるというような

話を市町村から聞いているところでございま

す。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員 わかりました。 

 

○井手順雄委員 16ページ、繰越明許費なん

ですが、この9,900万、内訳は、これ２つあ

りますが、内訳をお願いします。 

 

○奥薗産業支援課長 次世代モビリティ普及

促進事業のほうが8,100万、それから阿蘇の

ほうが1,800万でございます。 

 

○井手順雄委員 このモビリティーというの

は、電気自動車の急速充電施設というような

ことでありますが、この8,000万等々で大体

何カ所ぐらいの予定でしていらっしゃるのか

ということと、現在何カ所できているのか

と。繰り越しですから、今年度末で大体どれ

くらいできるのかというところをお聞かせく

ださい。 

 

○奥薗産業支援課長 普通充電器が、全体計

画で80カ所ということでございまして、現在

53カ所ついております。ことし27カ所をつけ

るという予定で整備を進めております。 

 現在、発注まで進めているところが約半分

でございまして、残りの半分につきまして

は、年度内を目標にやらせていただきますけ

れども、若干、交渉事でございますので、年

度内ででき上がらない部分もあるかというこ

とで繰り越しをお願いするものでございま

す。 

 急速充電につきましては、10カ所を目標に

しておりまして、メーカーさんからいただい

たものもありますので、県関連で最終的には

13カ所になるかと思います。 

 現在、８カ所ついております。ことし５カ

所をつけるという予定で進めております。こ

こについては、あらかた場所については確定

しておりますけれども、最後の詰めをしてい

るところでございます。 

 

○井手順雄委員 普通充電はわかりました。

急速充電も進んでいるという状況の中で、電

気代が、いわゆる結構普通の充電器に比べ

て、基本料金――この急速充電は、余計電力

を急速に短時間で使うということで電気料金

がえらい高くて、設置するところが二の足を

踏んでいるというような状況を聞いておりま

す。その辺は交渉の中で変化したところがあ

りますか。 
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○奥薗産業支援課長 この事業は、ある意味

100％公費で出しますので、比較的当初――

向こうとしてはありがたいお話かなと思って

おりましたけれども、急速充電につきまして

は、委員のおっしゃるように、電気代はつけ

ていただいたところの持ちにしておりますも

のですから、そこの部分は、かなり今回つけ

るに当たりまして問題になったところでござ

います。 

 通常ですと、電気代の料金体系が、量では

なくて能力といいましょうか、最大に使うと

きの設定を基本料金として電力会社の料金体

系がなっております。 

 急速充電の場合、急速に負荷がかかります

ので、一時的に大量の電気を使うということ

で、いわゆる使わなくても、その急速充電を

つけるだけで基本料金ががっと上がってしま

うというところがございます。 

 そういう条件ですと、今までの電気代が倍

になるとか、設定するだけで月に５万以上か

かってしまうと、そういうことになりまし

て、それはちょっと持ち切れないよと、そう

いう条件であればということで、急速充電に

つきまして、かなり土壇場に来て設置をする

ところとの交渉が難航したという事例がかな

り多うございます。 

 最終的には、事業の趣旨であるとか――そ

れから、最近になりまして、メーカーさんが

電気料をある程度補塡するというような新し

い制度も出てまいりました。それを活用する

ような形で、それぞれの設置者の方々と交渉

いたしまして、何とか５カ所につきましては

確保するめどがついたというような状況でご

ざいます。 

 

○井手順雄委員 はい、わかりました。国の

ほうも、この充電施設を拡充していくという

ような方針が出ておるようなことであります

ので、やはり幅広くこういった場所をつくっ

ていただいて、電気自動車の普及というか、

エコですからね、この辺はひとつお願いした

いと思います。 

 以上です。 

 

○森浩二委員 同じところですけれども、こ

の阿蘇の砕石場か、これは何ばしよっとです

か。 

 

○奥薗産業支援課長 この問題につきまして

は、かなり前からの問題でございますけれど

も、阿蘇の入り口のところに採石場がござい

ます。これが、阿蘇観光にとっては、かなり

何といいましょうか、マイナスのイメージを

与えるということで、それをやめるようにと

いうことで指導してきておりましたのが懸案

でございました。 

 一応の目標といたしまして、28年に終掘を

するというようなことを前提に、今地元と鋭

意協議を進めているところでございます。 

 そのために、まずは安心、安全というもの

が前提になりますので、地質調査を今年度や

らせていただきました。 

 繰り越しになりましたのは、先ほど申しま

したように、その地山が動いているんじゃな

いかという不安がございますので、その点動

いていないよという確認のために光を当て

て、その長さをはかっていたということでご

ざいます。 

 延ばした原因は、この間の災害もありまし

て、雨に対して非常にデリケートになってお

られますので、梅雨の時期までそこを確実に

データをとりましょうというところで延ばさ

せていただいたということでございます。 

 

○森浩二委員 はい、わかりました。 

 

○浦田祐三子委員長 よろしいですか。ほか

に質疑は。 
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○磯田毅委員 さっきの電気自動車に関連し

てですけれども、きのうも環境対策特別委員

会で今県内の電気自動車の保有台数がありま

したけれども、こういう急速充電所の普及に

よって、どれだけこれから先電気自動車が伸

ぶかというようなことは、試算はされてます

か。そこの数字のところをはっきりもう一回

言ってください。 

 

○奥薗産業支援課長 現在、10月末の数字が

出ております。これが574台、県内で電気自

動車が走っているのが、その数字でございま

す。伸び方をずっと見ておりますけれども、

大体今結構右肩上がりでふえておりまして、

月に25台ぐらいのペースで伸びておりますの

で、年内には、現在だと600台ぐらいあっ

て、年度内に700台ぐらいには行きそうとい

うめどを持っております。消費税の関係があ

りますので、そこはちょっとトーンダウンす

るかと思いますけれども、近い時期に1,000

台を超えるというのは間違いないと思いま

す。 

 ただ、全体のトータルでいえば、シェア的

にそれがそのガソリンスタンドに置きかわる

というようなところまでは、まずは行かない

だろうと思っています。 

 それから、電気自動車の欠点もございます

ので、必ずしも万能の車ではないと。環境の

車でいえば、例えば燃料電池で走る水素の自

動車とかもございます。そこは非常にエネル

ギー効率は高くていいんですけれども、逆に

インフラが高くついてというような形でござ

いますので、最終的にはいろんな車が混在す

るような形態で進んでくるのではないかとい

うふうに見込んでおるところでございます。 

 もちろん、電気自動車の長所はございます

ので、やはりこういうところは先取りをして

伸ばしていくということは間違いございませ

んけれども、それによって現在の電気の消費

が困るんじゃないかとか、そういうようなオ

ーダーになるとは現在見込んでおりません。 

 

○浦田祐三子委員長 よろしいですか。 

 

○西岡勝成委員 私も電気自動車のことなん

ですけれども、アンペア、基礎的な電気料金

の設定ですよね。 

 要するに、急激に電気を使うので、基本料

金が物すごく高く設定されるんですよね。そ

の辺は、九電あたりと何かそういう対応策み

たいなものはできないものですか。 

 

○奥薗産業支援課長 九電さんには、事ある

ごとに何とかなりませんかねという話はして

おりますけれども、全国的な話でございます

ので、そう簡単に変えられる話ではないとい

うふうに聞いております。 

 

○西岡勝成委員 それをしていかないと、な

かなかこれ、やっぱり設置されている場所が

ふえればふえるほど利便性が増すので、そこ

に非常にネックがあると、なかなか伸びてい

かない部分がある。メーカーも、その辺は何

か技術的な開発をせないかぬ部分もあるかも

しれぬけれども、余りわかりませんが、いず

れにしても、ばっと急速に使うというのは、

もう本当に少ししか使わないんだけれども、

基本料金は物すごく高く設定されるんです

よ。あれはもう本当一般消費者から見れば大

変なハンディでありますので、全国的な話か

もしれぬけれども、これが普及するポイント

だと思いますよ。かなり高いでしょう。 

 

○奥薗産業支援課長 全国的な話でございま

すので、国とか、そういうメーカーさんも、

もちろんそういうところに問題があると認識

はしておられますので、粘り強く陳情といい

ましょうか、そういうことがネックになって

進んでいないということは、現場の声として

確実に上のほうに上げていきたいと思ってお
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るところでございます。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 なければ、これで質疑

を終了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第４号から第６号まで、第18

号、第19号、第27号及び第28号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認め、一

括して採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号外７件につきまして

は、原案のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に、本委員会に今回付託された請願を議

題とし、これについて審査を行います。 

 それでは、請第41号について、執行部から

状況の説明を願います。 

 

○古森産業人材育成課長 産業人材育成課で

す。 

 この請願の趣旨は、離職者訓練は国からの

委託事業として全額国費で実施しており、そ

の中の介護福祉士養成に係る離職者訓練の継

続実施及び施策の恒久化について、国への意

見書提出を求めるというものです。 

 現在、離職者訓練では、離転職者の早期就

職を図るため、民間教育機関等を活用した委

託訓練を実施しております。 

 その中で、介護福祉士養成に係る離職者訓

練については、現在、４つの施設に委託し

て、50名定員で２年間の訓練を実施しており

ます。訓練を修了し、介護福祉士登録簿に登

録すると、介護福祉士の資格を取得します。 

 平成24年度までの訓練修了生の大半は、介

護福祉士の資格を生かして県内の介護老人保

健施設等に就職しております。 

 なお、法改正によりまして、来年度の入校

生から、訓練終了後、介護福祉士国家試験を

受験しなければならなくなっております。 

 国の動向ですが、平成26年度も、引き続

き、介護福祉士養成に係る離職者訓練を実施

する方向で概算要求を行っているとお聞きし

ております。 

 説明は以上です。 

 

○浦田祐三子委員長 ただいまの説明に関し

て質疑はありませんか――質疑はございませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 ありませんか。なけれ

ば、質疑を終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 まず、請第41号については、いかがいたし

ましょうか。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 採択という意見があり

ますが、採択についてお諮りいたします。 

 請第41号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認めま

す。よって、請第41号は採択とすることに決

定いたしました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第41号

は、国に対して意見書を提出してもらいたい

という請願であります。 

 そこで、意見書案について、事務局から配

付をさせます。 

  （意見書（案）配付) 

○浦田祐三子委員長 配付はおわりました

か。今配付いたしました意見書案は、請願の
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趣旨、理由とほとんど内容は変わらないよう

でありますが、この案のとおりでよろしいで

しょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議ありませんか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認めま

す。この意見書案を委員会として委員長名を

もって議長宛てに提出をしたいと思います。 

 次に、継続審査となっております請願を議

題といたしまして、これについて審査を行い

ます。 

 それでは、請第34号について、執行部から

状況の説明を願います。 

 

○出田政策審議監 前々回の本委員会での審

議の後の状況について御説明します。 

 燃料価格は、原油高及び円安の影響で依然

として高どまりを続けております。 

 水産加工業に対する支援制度については、

国を含めて変更はございません。 

 なお、調査研究につきましては、産業支援

課及び産業技術センターにおいて、水産加工

業における燃費効率向上のための工程の見直

し、あるいは、代替エネルギーの可能性等に

ついて調査に着手したところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 ただいまの説明に関し

て質疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 きのう早速、牛深のほうに

出かけていただいて調査をしていただいたこ

と、まず感謝を申し上げたいと思いますが、

やはり伝統産業というのは、科学的なメスが

入ってない部分が非常に多くて、早速もう見

ていただいて、ああ、ここは無駄なエネルギ

ーを使ってますよというような指摘を受けた

とお聞きいたしております。 

 本当にそういうことで、直接的な燃油に対

する助成は非常に苦しんではおるんですけれ

ども、むしろまた円安になっていますので、

もう90円、100円に重油代が近づいておりま

して、10年前30円だったんですね。それが近

づいておりますので、この前、衆議院の坂本

農林水産委員長、松村水産部会長も牛深にお

見えいただいて、いろいろな話をしたとき

に、その実情をお話ししましたが、なかなか

1.5次産業というのはないと。やっぱり２次

産業なんですね、この加工業というのは。そ

れで、非常に燃油の助成を受けるのは難し

い。 

 もともとまき網をしとった人たちが、加工

業をやってたんですけれども、それが分業化

になって、加工業は加工業で独立した一つの

産業になっていますので、そこに助成をする

ことになると、膨大な、区別がつかぬように

なるということで、判断が要するに２次産業

になるということでございましたので、燃油

の助成というのは非常に難しいと思います

が、１次産業に近い産業でもあるので、どう

にかその辺のことをまだあきらめずに要請は

していきながら、この燃油の効率的な使い方

については、引き続き科学的な視点でいろい

ろ分析をしていただいて、より効率的な熱効

率のいいものができるようにお願いをいたし

ておきたいと思います。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 なければ、質疑を終了

いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第34号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢継続」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 継続という御意見があ

りますので、継続についてお諮りをいたした

いと思います。 
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 請第34号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認めま

す。よって、請第34号は継続審査とすること

に決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項につきまして、閉会

中も継続審査することを議長に申し出ること

としてよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認め、そ

のように取り計らいます。 

 次に、報告事項に入ります。 

 報告の申し出が、環境生活部から１件、商

工観光労働部から１件、企業局から１件あっ

ております。 

 まず、説明を受けた後、質疑を受けたいと

思います。 

 それでは、報告事項１について、水俣病審

査課及び水俣病保健課から説明をお願いいた

します。 

 

○中山水俣病審査課長 水俣病審査課です。 

 報告事項の資料をめくっていただき、１ペ

ージからお願いします。 

 水俣病対策の状況について、９月の本委員

会で御報告した事項以降の状況につきまして

御報告させていただきます。 

 まず、１の主な経緯ですが、９月30日、

国、県及びチッソを相手取った、いわゆるノ

ーモア・ミナマタの第２次訴訟の第２陣が提

起されました。 

 次に、10月２日、関西訴訟で勝訴された方

が、県に対して公健法に基づく補償を請求さ

れていましたが、既に損害の全てが補塡され

ているという考え方から、県として補償給付

はできない旨の回答を行いました。 

 さらに、10月25日、県が認定申請を棄却し

た処分に係る行政不服審査請求事件１件につ

いて、国の不服審査会から知事の処分を取り

消す裁決がありました。 

 11月１日に、この裁決を受けまして、申請

されていた方を水俣病と認定いたしました。 

 次に、２の総合的検討に係る国・県の動き

についてですが、資料の上から５行目までは

前回の委員会と同じです。 

 ６行目の「なお」からですが、今回の裁決

を受けて、総合的検討の具体化の作業を急ぐ

よう環境省に求めたところです。 

 ２ページをお願いします。 

 認定業務の状況についてです。 

 (1)の認定申請の状況について、申請者数

を444名としていますが、委員会の資料の印

刷に集計が間に合いませんでしたので、10月

31日現在で記載しております。口頭で申しわ

けありませんが、11月30日現在では455件と

なっております。11月の一月で11件の増とな

っております。 

 次に、４の裁判の状況は、先ほど経緯のと

ころで御説明したとおりです。 

 件数として３件となっておりますが、従前

の互助会訴訟が１件、それからノーモアが２

件ございますので、合わせて３件の裁判とな

っております。 

 水俣病審査課は以上です。 

 

○田中水俣病保健課長 続きまして、水俣病

保健課でございます。 

 ５の特措法による救済についてでございま

す。 

 (1)の申請者数４万2,961人及び下の表の内

訳につきましては、前回の委員会から変更は

ございませんので、説明を省略させていただ

きます。 

 県といたしましては、対象者の確定に向け

まして、最大限の努力を行いますとともに、

水俣病相談窓口での対応ですとか、フォロー

アップ事業に取り組んでまいります。 
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 保健課は以上でございます。よろしくお願

い申し上げます。 

 

○浦田祐三子委員長 それでは、報告事項２

につきまして、国際課から説明をお願いいた

します。 

 

○磯田国際課長 国際課からは、明後日開催

いたします平成25年度北朝鮮拉致問題解決に

向けた講演会の開催について御報告申し上げ

ます。 

 お手元にＡ４の紙が１枚入っているかと思

います。ございますでしょうか。ちょっと資

料がたくさんありますので――よろしゅうご

ざいますか。 

 Ａ４の紙１枚で御説明させていただきます

が、県及び県教育委員会では、県民への拉致

問題の周知啓発を目的とした活動の一環とし

て、北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県

議会議員の会及び北朝鮮に拉致された日本人

を救出する熊本の会との共催で、毎年講演会

を開催しております。 

 今年度は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の

期間中である12月15日日曜日に、県庁地下大

会議室において講演会を開催いたします。 

 今回は、本委員会の委員でもあられます北

朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議会議

員の会の西岡会長に御尽力いただきまして、

古屋拉致問題担当大臣に御講演いただくこと

になりました。また、本県在住の拉致被害者

の御家族のお二人に御講話もいただく予定で

ございます。この機会に県民の皆様の拉致問

題に対する理解をさらに深めていただきたい

と考えております。 

 講演会に関する報告は以上でございます

が、先ほど部長が申し上げましたとおり、追

加して知事のアメリカでのトップセールスの

状況について報告させていただきたいと思い

ますが、委員長よろしゅうございますでしょ

うか。 

 

○浦田祐三子委員長 はい、お願いします。 

 

○磯田国際課長 それでは、知事のアメリカ

でのトップセールスについて、Ａ４の縦で資

料とカラーコピーが２枚ついている資料がお

手元にあるかと思いますので、ごらんくださ

いませ。 

 先月中旬に、知事がくまモンとともにアメ

リカにトップセールスに出かけました。これ

まで、熊本の認知度向上やブランド価値の向

上、県産品の販路拡大などを目的に、アジア

やヨーロッパ各国において、くまモンを活用

した熊本のトップセールス活動を行いました

が、大変好評を博してきております。 

 そこで、今回、知事とくまモンが、アメリ

カ東海岸の２都市、ハーバード大学があるボ

ストンと世界経済の中心地であるニューヨー

クで、地域のオピニオンリーダーやマスコミ

関係者を中心に熊本をＰＲしてまいりまし

た。期間は、11月11日から16日までの６日間

で、経費は約500万でございました。 

 具体的な行事につきましては、ここに書い

ておりますが、写真をちょっと見ていただき

ながら御説明したいと思います。 

 最初の１枚目は、ハーバード大学での知事

特別講義の様子でございます。 

 テーマは「くまモンの政治経済学～地方自

治体のニューフロンティア」というテーマで

ございまして、大学関係者、学生、また、地

域のオピニオンのリーダーの方など130名の

方が参加しております。くまモンも、こちら

でくまモン体操を披露するというようなこと

で、大変皆さん方の注目を集めました。 

 それから、次ページでございますが、こと

しワールドシリーズを野球で制覇したばかり

のボストン・レッドソックスの本拠地である

フェンウエイ・パーク球場での様子でござい

ます。こちらを知事とくまモンが訪問し、ま

た、球団のマスコット、ウォーリー君との交
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流を行っております。こちらの様子は、多数

のマスコミの取材を受けまして、国内でも広

く報道されたところでございます。 

 それから、次のページの２枚の写真でござ

いますが、こちらはニューヨークの様子でご

ざいます。日本政府観光局と在ニューヨーク

日本国総領事館主催の九州ＰＲメディアイベ

ントでの熊本県ＰＲの様子でございます。 

 これは、ニューヨーク総領事の公邸で開催

されておりまして、現地マスコミ50社、110

名が参加しております。知事が熊本県に関す

るプレゼンを行い、また、球磨焼酎とか熊本

の物もこの場で提供をさせていただきまし

た。 

 それから、最後のページでございますが、

時間を見まして、くまモン単独でボストンと

ニューヨークの中を出没しております。上の

写真は、ボストン・ラテン・アカデミー高校

での訪問の交流の様子、それから下は、ボス

トンの公園にくまモンが出ておりましたら、

地域の地元の方が集まって撮った写真でござ

います。 

 知事とくまモンのアメリカでのトップセー

ルスの様子は、大変幅広く日本でも報道され

まして、広報課で集計してもらったところ、

延べ170回、広告費換算で５億3,800万相当の

効果があったということでございます。 

 以上、報告申し上げます。 

 

○浦田祐三子委員長 それでは、報告事項３

について、企業局から説明をお願いします。 

 

○古里企業局次長 お手元の企業局の資料を

お願いしたいと思います。 

 荒瀬ダム撤去に関します御報告でございま

す。 

 １ページをお願いしたいと思います。 

 まず、１の前回委員会以降の取り組みにつ

いてでございます。 

 (1)でございますが、来年１月から、本格

的に発破による撤去工事の実施ができますよ

うに、10月と11月の２回、発破試験を行って

おります。これによりまして、火薬や削孔位

置――火薬を入れる穴の位置でございます

が、こういうものについて確認を行ったとこ

ろでございます。これによりまして、おおむ

ね火薬量や鉄筋の処理方法についてめどが立

ったというふうに考えております。 

 次に、(2)でございますが、先月の27日に

フォローアップ専門委員会を開催いたしまし

た。環境モニタリング等の状況を報告し、ま

た後ほど、詳しくは３ページ、４ページで整

理しておりますが、ダム撤去の手順の見直

し、これについて議論をいただき、了承を得

たところでございます。 

 翌28日、(3)のところでございますが、前

日の委員会の結果を踏まえまして、工事の地

元説明会を開催したところでございます。 

 次に、２の荒瀬ダム撤去工事の現状でござ

います。 

 詳しくは２ページで説明することとしてお

りますが、11月から河川内工事に着手し、11

月６日に２基目の水位低下装置を開通させま

した。現在、施工ヤードスペースの整備とダ

ム管理橋の撤去を行っているところでござい

ます。 

 １ページの中段とその下でございますが、

ダム建設当時の写真と水位低下したときの現

在の写真を並べております。 

 ダム建設に使われておりました矢板が上流

部に残っていましたこともありまして、ダム

上流部が予想以上に陸上化しております。こ

の陸上化しましたダム上流部を利用した撤去

を行うこととしております。 

 ２ページをお願いしたいと思います。 

 本年度の工事の状況でございます。 

 一番上は、６月の水位低下時の写真でござ

います。 

 白い枠内が、本年度これからの撤去範囲を

示しております。中段の写真が、今週火曜日
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でございますが、その状況の写真でございま

す。ダム上流に仮橋を設置し、水位低下装置

に向け水路を掘り、水の流れを切りかえてお

ります。また、ダム上流部にヤードスペース

を整備する作業を行っているところでござい

ます。 

 下の写真でございますが、左側が、11月６

日に開通しました水位低下装置、右側が、先

日も報道されておりますが、ダム管理橋を撤

去しているような状況でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 フォローアップ専門委員会で議論をいただ

きました撤去手順の見直しでございます。図

は、荒瀬ダムの立体図に毎年度の撤去範囲を

示しております。 

 当初計画では、上段２つの図でございます

が、下流から施工し、２年かけて、ダムのみ

お筋部分、川の水の流れの中心部分でござい

ますが、これを撤去する予定にしておりまし

た。しかし、中段の図に赤字で書いておりま

すとおり、１年目にみお筋を一部撤去します

と、そこを流れる水の流れが早く、また深く

なります。そのため、27年度に予定しており

ました工事箇所を土のうなどで閉め切ること

が十分できるのか、これが一番の懸念材料で

ございました。 

 一番下が、見直しの計画でございます。 

 ダム上流部が陸上化しておりますので、ダ

ム上流部から施工することになれば、作業ス

ペースは広く、また、撤去したコンクリート

を直接上流部に搬出できることになります。

結果、非常に効率が上がりますので、１年で

みお筋部分が撤去できると考えております。 

 次に、４ページでございます。 

 上段は、ダム撤去で生じましたコンクリー

ト殻を導水トンネルに埋め戻すための経路で

ございます。 

 当初計画は、赤い色の経路で示しておりま

す。ダム下流から国道を経由し、ダム上流部

で小割りした後、県道を経由し、導水トンネ

ルに搬入するという予定でございました。緑

色の見直しの計画では、ダム上流部から国道

を経由することなく導水トンネルに搬入しま

すので、運搬距離、経費を抑えることとなり

ます。これに加えて、地元で御心配されてお

りますトラック等によります振動、騒音、土

ぼこり、こういうものが軽減できるのではな

いかというふうに考えております。 

 (3)は、これから29年度までの計画の概要

を示しております。 

 当初計画で予定しておりました26年度、27

年度のみお筋部分の撤去、具体的には図の赤

と青の部分でございますが、これを26年度に

まとめて撤去する予定でございます。 

 以降、毎年度の工事が繰り上がりますが、

当初計画で27年度に予定しておりました黄色

く色づけをしております県道側のダムの袖部

分でございますが、これは29年度に撤去する

予定としております。 

 これは、26年度のみお筋部分撤去には国道

側にダムは残っておりますので、撤去したみ

お筋部分の流速が早まり、県道側の護岸に影

響が出る可能性があります。そのため、護岸

の影響を極力抑えるために、最終年度まで待

って撤去するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 以上で報告の説明が終

了いたしましたので、これより質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 水俣病に関して、先ほど環

境生活部長からお話がありましたように、非

常に重要な時期ですので、言葉の使い方に非

常に気をつけながら我々も話していかなくち

ゃならないと思いますけれども、私も４年間

水俣病対策特別委員長を仰せつかって救済法

に携わってきましたが、これはもう公明党さ

んも民主・県民クラブの皆様方も一緒に入っ

ておられる中で、この特措法、要するにあた
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う限りの救済をこの際して、それでもどうし

ても納得なさらない方は裁判に向かわれても

しようがないだろうと。 

 これはもう判断ですから、そこでどうして

も自分たちで納得できない方は裁判に向かわ

れてもしようがないということでの認識のも

とに特措法を進めてきたわけでございますけ

れども、しかし、最高裁の判決なり、今回の

審査会の判断なり、いろいろ微妙な違いはあ

りますけれども、そこで質問ですが、この不

服審査会の結論に至ったことについて、県に

はきちっと説明をしてあるものですか。 

 

○谷﨑環境生活部長 今西岡委員のほうから

御質問の審査会の裁決に至る経緯等につきま

しての御説明は、国のほうからは一切あって

おりません。内容を、私どもとしても、どう

いう議論がなされたかということは承知いた

しておりませんで、そういう意味では、裁決

書そのもの、しかもこちらのほうで読み取れ

るものはございません。 

 

○西岡勝成委員 グレーゾーンといいます

か、要するに、広く浅く、ずっと手帳から一

時金を含めて、被害を受けられた方に対し

て、救助といいますか、対応してきたわけで

ございまして、それぞれグレーゾーンですか

ら、わからない部分、なかなか判断が難しい

部分が今あって、こういう問題が起きてると

思うんですね。 

 だから、私たちは、もう最終的にそういう

人たちは裁判で判断をしていただいて、いろ

いろマクロ的に見たり、疫学的に見たり、一

人一人生活というのは、長年生きとる中で、

それは行商の人が山まで持っていって魚を食

べたのか、それはもうなかなか今の時点でそ

れを判断するのは非常に難しい部分もたくさ

んある中での判断でありますので、これで基

準まで変えるようなことをしたら、もうこれ

は大変な部分があると思うんですね、現実。 

 だから、基準は基準で最高裁も認めとるわ

けですから、それに沿いながら、しかも個別

的にこういう事例もあり得るというような感

覚で私たちは進めていかないと、これをまた

基準からということになると、全部亡くなら

れた方々の墓まで掘り起こしてやっていかな

いとできない部分もあるのではなかろうか

と。 

 それだけ広く浅く現実救ってきて、申請の

期間も延ばしてやってきた結果が今だと思う

ので、私は、もういろいろ個別的な事案で、

そういう認定される人たちなり、また、救済

法に係る問題もいろいろ不服もあろう方もお

られると思いますけれども、そういう方々に

ついても、個別的に判断せざるを得ないので

はなかろうか。我々は、それは織り込んで特

措法も取り組んだつもりでありますので、そ

の辺は、委員の先生方も御承知おきをいただ

きたいと思っております。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。  

 

○西岡勝成委員 もう一回いいですか。 

 要するに、今部長が言われたように、不服

審査会のほうからの説明がないということで

すけれども、そこはきちっとやっぱり求めて

いく必要があると思うんですね。だって、県

が下した、要するに基準に基づいて下した判

断と違うところが出てきているわけですか

ら、その辺をきちっとやっぱりすり合わせを

しながら今後の対応策をつくっていくという

ことをしないと、ダブルスタンダードの中で

審査会なんて動くはずがないですよ。 

 これはもうずっと私もきのう質問の中で意

見を述べさせていただきましたけれども、こ

れはもう行政の不作為行為にまたぞろ訴えら

れる可能性になってきますので、それは審査

の委員の先生方もどこに基軸を置いていいの

かわからないと思いますので、その辺はぜひ
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要望ですけれども、お願いをいたしたいと思

います。 

 

○谷﨑環境生活部長 今西岡委員のほうから

お話がありましたように、私どもとしても、

裁決が出た時点で困惑はしましたけれども、

まさしく国のほうが今総合的検討を行ってお

ります。これは、御案内のとおり最高裁判決

を受けての作業でございますが、最高裁にお

きましては、迅速な救済のためには、52年判

断条件そのものは一定の合理性があるという

ふうに認めた上で、それでも52年判断条件に

言う症候の組み合わせに合致しない場合につ

いては知事が総合的な検討を行うということ

で、その総合的検討については、これまでも

52年判断条件の基準の中にも総合的検討とい

うのはうたわれておりましたが、その具体的

なものが示されてない中で、今回の最高裁判

決を受けてその作業を行ってこられていま

す。そのさなかに今回の審査庁の裁決が出さ

れたということで、非常に困惑を覚えたとこ

ろでございます。 

 今西岡委員のほうからもお話がありました

ように、本会議の中でも、要望という形で、

委員のほうからも私どものほうに檄がありま

したが、私どもとしては、審査庁のこの裁決

というのは国の機関でございます。独自の機

関でございますので、そこが出した裁決につ

いては、行政不服審査法上は拘束力が働きま

して、これに従わざるを得ないという状況の

中で認定相当という裁決が出ましたので、私

どもとしてそれを認定させていただきまし

た。 

 一方で、私どもが認定したその日に、答弁

のほうでも申し上げましたように、環境省の

ほうは、あくまでも裁決は参考事例とすると

いうことでございました。一方では、裁決の

ほうは、これまでの裁決を変更するという審

査庁のお考えもあり、両方相まった御意見が

ある中で、私どもとしては、これまで、52年

判断条件に基づいて、総合的検討も含めて審

査をやって、そして処分をやってきましたけ

れども、その結果に対して、審査庁のほうか

ら、それはいわゆる私どものほうの棄却処分

に対して、これは認定相当であるという判断

がなされたわけで、このままですと、私ども

は、国が今後総合的検討の内容を示されると

思いますけれども、それに沿って今後もやっ

ていく形になりますが、審査庁としてどのよ

うな考え方を持って判断していかれるのかと

いうのが明確でない中に、いわゆる環境省と

審査庁、それぞれの機関が出された判断の中

で、私どものほうが困惑している、どうした

らいいのかという思いを答弁のほうでも申し

上げましたし、きのうも谷津事務次官のほう

にその訴えを申し上げてまいりました。 

 今西岡委員からもお話がありましたよう

に、このままでは、私ども、審査会のほうに

審問することが難しいなというふうに感じて

おりまして、それについての考え方を整理

し、そして統一的な見解を示していただきた

いということで今要請をしているところでご

ざいます。非常にそういう意味で、私ども自

身が結論を出せない中で、国のほうにこれは

もう結論を出すようにお願いをせざるを得な

いという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はございま

せんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○浦田祐三子委員長 よろしいですか。 

 今後、国の動きを注視しながら、委員会と

しても、柔軟に、そしてまた迅速に今後対応

させていただきたいと思います。 

 

○井手順雄委員 １ついいですか。 

 今後のいろんなまた国との協議の中で、い

ろんな状況が出てくると思います。よかった

ら、その状況の変化というか、そういった変
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わったときには、もう一回委員長にお願いし

て、委員会開催、随時開催できるような体制

をひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

○谷﨑環境生活部長 今井手委員のほうから

もお話がありましたように、今後、総合的検

討あたりの考え方が示されたり、あるいは、

先ほどの私どもが要請した内容について、先

ほど副大臣もおっしゃっているように、考え

方をまとめるということをおっしゃっていま

すので、何かの動きがありました折には、委

員長、副委員長のほうに御相談をしまして、

当委員会のほうの臨時の開催をさせていただ

くようにお願いをいたしたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○浦田祐三子委員長 そのように対応させて

いただきたいと思います。 

 それでは、質疑がないということでござい

ますので、その他に移りたいと思います。 

 

○井手順雄委員 その他というか、荒瀬の撤

去の。その他でよかです。 

 さっきちょっと言いそびれてあれですけれ

ども、来年に向かって、もう順次撤去される

というふうに思いますが、いわゆる水面から

下のコンクリートというか、基礎的なところ

は、どこ辺まで――水面からというか、河床

から何メーター先ぐらいまでコンクリートの

撤去をされるんですかね。 

 

○福原工務課長 工務課でございます。 

 荒瀬ダムの撤去につきましては、荒瀬ダム

をつくったときの元河床というのを基準に、

そこより２メーター下までコンクリートを撤

去するということで考えております。その後

に自然にまた土砂等がそこの上に重なってい

って、若干のコンクリートが残った部分につ

いては覆われていくというシミュレーション

をしております。 

 

○井手順雄委員 河床から２メーター程度と

いうことでありますけれども、これは、例え

ばコンクリートを粉砕した場合、粉が出ま

す。そうした場合、それがいわゆる水につい

てその成分が流れ出てしまうというような状

況があります。 

 これはどういうことかといいますと、アル

カリ成分が溶け出して、例えば、八代海の下

流では、青ノリだとか普通のノリだとか等々

がアルカリ成分を嫌うというか、それが一番

被害が出るようなやつがアルカリ分なんです

ね。それがちょうど今の時期であります。 

 そういった時期にそういった工事をされる

といった場合、それには十分配慮をするべき

かなというふうに思いますが、そういったと

ころの配慮と、それに対して、いろいろな検

査といいますか、工事中にそういったのが流

れないような対応と、そういった検査という

のは考えておられるのか、そこ辺をお聞きし

ます。 

 

○福原工務課長 工事中の濁水というか、コ

ンクリートを掘削したそこに雨等とか水等と

か当たって、それでアルカリ分が当然出てく

るわけですけれども、それについては、ヤー

ドから外に出さないようにして、それを一旦

処理装置のほうに通しまして、中和した後に

下流に放流するということで考えておりま

す。 

 そして、環境モニタリングについても、逐

次行いながらやってまいりますので、そうい

う下流への環境の被害のないように努めてい

きたいというふうに考えております。 

 

○井手順雄委員 よくわかりました。しかし

ながら、工事している側から見れば、豆腐を

切ったようにとか、そういった分離するよう

にというのは、なかなか難しいところがある

んですよ。 
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 ですから、これは要望ですけれども、そう

いった期間、そういうノリの採取期間、この

間は、できるだけ工程的なことを考えなが

ら、そういった水より下のところのコンクリ

ートの破砕というのは、夏場とかそういうと

ころにやるような工期の編成というのも考え

る必要があるのかなというふうに思っており

ますので、その辺は十分検討しながら工事を

やっていただきたいと。 

 要望で結構でございます。 

 

○西岡勝成委員 エコアッシュの件で、この

前採択をしていただきました。その後、上田

陶石に要するに防災計画を提出するようにと

いうようなお話をお聞きしていますが、その

後どういう経過を今たどっているんでしょう

か。 

 

○坂本廃棄物対策課長 上田陶石さんのほう

には、防災工事の内容等について、産業支援

課のほうに十分打ち合わせをしていただくよ

うにお願いはしておりますが、打ち合わせは

何回かは行われているようではございます

が、まだその詳細まで明らかにはなっており

ませんので、その辺十分その防災工事の必要

性及びその事業内容等について明らかにする

ように産業支援課のほうと連携しながら申し

入れを行っているところです。 

 なお、今度の20日の日ということで聞いて

おりますが、上田陶石さんが独自で地元に対

する事業の説明会をやられるという情報が今

入ってきております。 

 以上でございます。 

 

○西岡勝成委員 先ほど、セメントのあれま

で非常に気を使いながらやっているさなか

に、ただ有害物質をセメントで固めたばかり

のある意味エコアッシュですから、非常に私

は心配していますので、きちっとした住民説

明等勧奨しながら進めていただきたいと思い

ます。これは要望です。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかにございません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○浦田祐三子委員長 なければ、以上で本日

の議題は全て終了いたしました。 

 次回の委員会につきましては、１月28日火

曜日午前10時からを予定いたしております。 

 なお、正式通知につきましては、後日文書

で行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 最後に、陳情書が１件提出されておりま

す。お手元に写しを配付しておりますので、

後でごらんいただきますようにお願い申し上

げます。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時25分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  経済環境常任委員会委員長 
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